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１．目的 

 

この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、小規模事業者コロナ禍特別相談支援

事業（以下、特別相談という。）における相談を受けた市内小規模事業者に対し、業務改善や生産性の向

上のために導入する新たな設備等への投資に対する助成を行うことにより、小規模事業者の成長を促進

し、もって本市経済の活性化に資することを目的とする。 

 

２．助成率及び助成限度額 

 

助成率  ：助成対象経費の２／３ 

助成限度額：１０万円 
 

３．助成対象者の要件 

次の全てを満たしている必要があります。 
 

(１) 申請日までに小規模事業者コロナ禍特別相談を受け、特別相談実施確認書の交付を 

受けている こと。 

(２) 事業所、営業所等が横浜市内にある小規模事業者(※１)であること。 

(３) 設備等の設置によって 業務の改善又は生産性の向上 が見込まれること。 

(４) 申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと。 

(５) 申請日時点で 創業から 12 月 を経過していること。 

(６) 以下の助成金の交付を受けていない こと。 

ア 小規模事業者設備投資助成金（令和２年度） 

イ 小規模事業者設備投資助成金【特別相談型】（令和２年度又は令和３年度） 

ウ 小規模事業者設備投資助成金【一般型】（令和３年度実施予定） 

(７) 関連する法令及び条例等を遵守していること。 

(８) 横浜市暴力団排除条例に基づき暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する

ものがある法人でないこと。法人格を持たない団体又は個人事業主にあっては、代表者が暴力団員

に該当しないこと。 

(９) その他市長が適当でないと認める者でないこと。 
 

※申請は１事業者につき、１申請まで となります。 

 
(※1) 小規模事業者 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第５項に定める小規模企業者として、常時使用する従業員(役員を除

く)の数が 20 人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5 人）以下の個人事業主を含

む事業者をいう。ただし、次のア～ウのいずれかに該当する場合は除く。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）の対象と なる営業を行う者 

イ みなし大企業 

ウ 政治活動及び宗教活動を行う団体 
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５．手続きの流れ 

①特別相談 

小規模事業者コロナ禍特別相談支援事業 を受けます。 

※実施主体となる公益財団法人横浜企業経営支援財団（ＩＤＥＣ横浜）の相談員

に、業務改善や生産性向上に関する課題について相談し、効果的な設備投

資内容についてアドバイスを受けてください。特別相談実施後に、特別相談

実施確認書 を受け取ります。（IDEC 横浜の連絡先 TEL：045-225-3719） 

  

②設備の購入（発注） 
上記の特別相談実施確認書の実施日以降に、設備の購入（発注）、設置、支払

いを完了させます。 

 
 

③事前確認 

交付申請兼実績報告書（第１号様式）を作成し、事前確認の依頼をします。 

【依頼手順】 

ホームページから「交付申請兼実績報告書(第１号様式)」をダウンロードし、Ｐ

12～16 を必ず確認し、必要事項をご記入ください。作成後、次の ３つの書類 を

メールで添付して下記の連絡先に送付してください。担当から修正の有無につい

て 概ね２～３日程度 で折り返し確認の連絡をします。 

 
① 交付申請兼実績報告書（第１号様式） 
② 内訳のわかる領収書のコピー 
③ 特別相談実施確認書 

  

【ホームページ】 

横浜市 小規模事業者出張相談 検索 

ＵＲＬ：https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan/syoukibosien.html 
 

【送付先】 

・メールアドレス：ke-shokibo@city.yokohama.jp 

・件名：【事前確認】小規模事業者設備投資助成金（特別相談型） 

 
 

④交付申請兼 

実績報告書の提出 

（Ｐ６～８） 

交付申請兼実績報告書等一式を提出します。 

事前確認が終わりましたら、（Ｐ６～）に記載の必要書類一式を揃えて郵送ください。 
※提出前に必ずチェックシートをご使用ください。 

 
 

⑤交付決定兼交付額

確定通知書の受領 
交付決定兼交付額確定通知書を受領します。 

書類の審査後、交付または不交付の決定通知を送ります。 

  

⑥請求書の提出 

助成金の受領(Ｐ９) 

請求書を提出し、助成金を受領します。 

（横浜市が請求書を受領してから、30 日以内に振り込まれます。） 

 

事前確認完了後 

審査（概ね２～３週間程度） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan/syoukibosien.html
mailto:ke-shokibo@city.yokohama.jp
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６．申請書の提出方法 
 

事前確認後に、「交付申請兼実績報告書類一式」を提出してください。 

 

１ 提出期限 

令和３年 11 月 30 日（火）まで（必着） 

※事前確認は提出扱いにはなりません。 

※上記期間中であっても、予算に達し次第募集を終了します。 

 

２ 提出方法 

提出書類（７ページに記載）については、全て A４サイズで文字が鮮明に判別できるものを用意し、次

の宛先までご郵送ください。 

 

※ 郵送料はご自身で負担のうえ、封筒の裏面に差出人・氏名を記載してください。 

※ 「消せるボールペン」・鉛筆など、訂正が容易な筆記用具は使用しないでください。 

※ 交付申請額に影響しない軽微な修正・補記等が必要な場合、こちらで申請書に加筆させていただく

場合がありますので、ご了承ください。 
 

 

 

 

●申請は１事業者につき、１回のみです。 

●期日までに提出書類がそろわない場合、受理することができません。 

●提出された書類は返却いたしませんので、必ずご自身でコピーを保管して下さい。 

 

３ 提出方法 

提出書類の様式は、ホームページからダウンロードしてご利用ください。 
インターネット環境が整っていない方は、下記担当部署までお問合せください。 

商業振興課    【小売業、商店街にある小規模事業者（TEL：045-671-3488）】 

ものづくり支援課 【その他の小規模事業者（TEL：045-671-3489）】 

 

ホームページはこちら ➡ 横浜市 小規模事業者出張相談 検索 

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan/syoukibosien.html  

【郵送先】 
〒231-0005  

横浜市中区本町 6-50-10  31 階 

ものづくり支援課 又は 商業振興課 

「小規模事業者設備投資助成金 担当」宛 

 

商業振興課    【小売業、商店街にある小規模事業者（TEL：045-671-3488）】 

ものづくり支援課 【その他の小規模事業者（TEL：045-671-3489）】 

 

申請書作成にあたっては、P.12～16 の 

「書類作成の注意事項・記入例」を必ずご確認をお願いします。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan/syoukibosien.html


7 

７－１．提出書類① （法人・個人事業主） 
 

 

 

1 小規模事業者設備投資助成金【特別相談型】交付申請兼実績報告書（第１号様式） 

２ 

法
人 

市内で事業を営むこと・創業から 12 月経過していることが確認できる書類 

（１）または（２）のどちらか 

(１) 本社が市内にある方 

発行から３か月以内の「法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）」のコピー 
 

(２) 本社が市外にある方 

    次の２つの書類を提出してください。 

   ① 発行から３か月以内の「法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）」のコピー 

   ② 法人名・代表者名・市内に事業所等があることが確認できる公的書類のコピー

（申請日時点が許可期間内であることがわかる営業許可証など（12 月経過していることが

確認できない営業許可証は、更新前の営業許可証も提出） 

（※ホームページや会社案内等は認められません） 

個
人
事
業
主 

市内で事業を営むこと・創業から 12 月経過していることが確認できる書類 

（１）と（２）が両方必要 

（１） 市内に事業所等があることが確認できる公的書類 
詳細は、次のページ（P.8）をご覧ください。 
 

（２） 発行から 3 カ月以内の住民票の写し（本籍・続柄なし、マイナンバーの記載がないもの） 

３ 

支払いを証明する領収書等のコピー 

※領収書の発行者欄に、横浜市内の「住所」又は「電話番号」が記載されていること 

※事業を営んでいない個人からの購入は認められません。 

※宛名に、法人：法人名、個人事業主：「屋号・商号」又は「代表者名」が記入されていること 

※内訳がわからない場合は、領収書に加えて内訳がわかる請求書等のコピーも提出 

※できるだけ対象品目のみの領収書を提出（対象外のものを領収書に含めないでください。） 

４ 

購入した設備の内容が確認できる写真（Ａ４サイズでプリントアウト） 

※購入した全ての設備等が確認できる写真を提出してください。 

※同じ設備等を複数購入した場合（パソコンを３台購入等）は、それら全てが１枚の写真に 

収まるように、並べて写真を撮影してください。 

※箱から出した状態で撮影してください。 

※助成対象の設備等が分かるように、収支決算の品目番号を手書きで記載してください。 

５ 

特別相談実施確認書 

※小規模事業者コロナ禍特別相談支援事業でＩＤＥＣ横浜が発行したものに限ります。 

６ 小規模事業者設備投資助成金【特別相談型】 チェックシート 

 次の書類を A４サイズで、文字が鮮明に判別できるものをご用意ください。 

 
 
 

 

※その他、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。 
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７－２．提出書類② （個人事業主） 
 

 

  
市内で事業を営むこと・創業から 12 月経過していることが確認できる書類 

ア 令和元年の青色申告書のうち、「確定申告書第一表」と「所得税青色申告決算書」のコピー 

 

イ 令和元年の白色申告書のうち、「確定申告書第一表」と「収支内訳書」のコピー 

 

ウ 【令和２年 1 月 1 日以降に創業した方】 ※申請日において創業から 12 月経っていること 

ア又はイの「令和２年度分」及び「個人事業の開業届」のコピー   
 

エ 営業許可証（申請日時点が許可期間内であることがわかるもの） 
※12 月経過していることが確認できない場合は、更新前の営業許可証も提出  

書類の受付印があるか確認 

 
 

 

提
出
書
類 

 

（１）受信通知（受領通知） （e-Tax による提出の場合） 

  

※受信通知の確認方法：「受信通知申告データ確認方法」で検索
し、国税電子申告・納税システムのホームページをご覧ください。 

 

 

(２)代表者名・設置場所の住所が確認できる公的書類のコピー 
  

確
認
１ 

 

確
認
２ 

 

市内の事業所等の住所が記載されているか確認 

次
の 

ア
～
エ 

の
い
ず
れ
か 

書類に受付印がない場合は次のいずれかの書類を追加して提出 
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８．申請書類提出後の流れ 

 

１ 交付決定兼交付額確定通知書・交付請求書の受領 

ご提出いただいた申請書類一式は横浜市で審査を行い、適当と認める場合は「交付決定兼交付額

確定通知書」及び「交付請求書」、不適当と認める場合は「不交付決定通知書」を、適正な書類を受け取

ってから概ね２～３週間を目安にお送りします。 

※  申請書類の不備や混雑状況によっては、審査期間が延びる場合もあります。 

※  書類の不備・不足があった場合は、横浜市から確認の連絡を取らせていただきます。 
 
 
２ 交付請求書の提出 

（１）提出期限  

交付決定兼交付額確定通知受領後から、原則１週間以内にご提出をお願いします。 
 

（２）提出方法 

   次の２つの書類（文字が鮮明に判別できるもの）を、下記の宛先まで郵送ください。 

      ① 交付請求書 

※受領したものに必要事項をご記入ください。 

※また、不鮮明な場合は、再提出になりますので、鮮明に押印してください。 

なお、シャチハタや銀行印は認められませんので、ご注意ください。 

② 受領した「交付決定兼交付額確定通知書」のコピー 

 

【郵送先】 

〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10  31 階 

ものづくり支援課 又は 商業振興課 

「小規模事業者設備投資助成金 担当」宛 

 

※商業振興課    【小売業、商店街にある小規模事業者（TEL：045-671-3488）】 

ものづくり支援課 【その他の小規模事業者（TEL：045-671-3489）】 

 

３ 助成金の受領 

適正な「交付請求書」を横浜市が受領後、１か月程度で請求書に記載いただいた口座に助
成金が振り込まれます。 
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９．その他の注意事項 

 

（１）設備の導入について 

・助成金を受けようとするものと役員が重複する事業者及び資本関係がある事業者との取引は、 

助成対象の経費として認められません（領収書の内容について、発行元に確認する場合があります。）。 

・助成対象経費以外の経費と混同して支払いが行われており、助成対象経費との支払の区別が難しい

ものは、助成対象の経費として認められません。 

 

（２）交付申請の取下げ・変更について 

ア 申請の取下げについて 

交付決定兼交付額確定通知書【特別相談型】（第 2 号様式）の交付を受けた後に、助成金交付申請

の取下げを行う場合には、交付申請変更・取下届【特別相談型】（第４号様式）の提出が必要になります。

速やかにご連絡ください。 

【提出期限】交付決定兼交付額確定通知書の交付を受けた日から起算して 2 週間以内 

 

イ 交付申請の変更について 

名称・所在地・代表者等に変更があったときは、交付申請変更・取下届【特別相談型】（第４号様式）の

提出が必要です。事前にご連絡いただき、速やかにご提出ください。 

 

（３）助成金の交付決定の取消しと返還について 

次の場合には、助成金の交付決定を取り消すことがあります。 

ア 助成金の交付を行う日までに助成金の交付を受けようとする者の要件を満たさなくなったとき 

イ 公序良俗に反する等、市長が不適当と認めたとき 

ウ 虚偽の申請、報告その他助成金の交付等に関連して不正の行為等があったとき 

エ 助成金を交付することが適当でないと認められる事由が発生したとき 

オ 助成対象となる経費の全部もしくは一部について、本市の他の助成制度又は他の公的助成制度の

交付決定又は他の助成制度の助成金等の支払いを既に受けていたとき 

カ 助成金の交付を受けて取得した設備等を取得した時より当該耐用年数を経過する前に処分したとき 
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10．用語の定義 
 

(1) 小規模事業者 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第５項に定める小規模企業者として、常時使用

する従業員の数が 20 人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、

5 人）以下の個人事業主を含む事業者をいう。ただし、次のア～ウのいずれかに該当する場合は除

く。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）の対象となる

営業を行う者 

イ みなし大企業 

ウ 政治活動及び宗教活動を行う団体 

 

(2) 常時使用する従業員 

小規模事業者の事業に従事する者をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合は除く。 

ア 会社役員 

イ 個人事業主及びその家族従業員（同一生計者で３親等内の親族をいう。） 

ウ 日々雇い入れられている者 

エ ２カ月以内の期間を定めて使用されている者 

オ 季節的業務に４カ月以内の期間を定めて使用されている者 

カ 試用期間中の者 

 

(3) みなし大企業 

次のいずれかに該当する小規模事業者をいう。 

ア 一つの大企業（中小企業以外の者）が発行済み株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有

又は出資している小規模事業者 

イ 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資している小規

模事業者 

ウ 役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している小規模事業者 

 

(4) 消耗品 

次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。 

   ア 短期間の使用によってその性質若しくは形状を変じ、又はその全部若しくは一部を消耗 

    するもの及び実験用材料として使用するもの、又は贈与若しくは転売を目的とするもの 

   イ 購入金額の単価（消費税及び地方消費税を除く。）が、10,000円未満のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 書類作成の注意事項・記載例 （１/６） 

 

 

 

２ 事業内容・投資目的・得られた効果 

申請者の業務内容を簡潔

に記載してください。 

・○○用機器の製造及び販売 
・○○システムの設計・開発 
・〇〇レストランの経営 

投資の目的 (最もあては

まるものを選択) 
 

☒オンラインビジネス（インターネット販売、動画配信） 
☐テレワーク、ＷＥＢ会議 
☐ペーパーレス化 
☐キャッシュレス化 
☐デリバリーサービス、テイクアウトの開始 
☐新規サービス開始 
☐最新設備の導入 
☐お客様スペースや倉庫の環境改善（自宅や事務所を除く） 
☐その他(      ) 

得られた効果 
※記入例を参考に、購入

した品目のすべてにつ

いて、実際に得られた

効果を記入してくださ

い。 

① 
パソコンを購入し、インターネットを通じた商品販売を開始し、売上向 

という効果につながった。 

② 
ビデオカメラを購入したことで、商品のＰＲ動画を撮影すること

ができ、売上向上という効果につながった。 

③ 
客席にエアコンを設置し、快適な環境を保つことができ、新規顧客

の獲得につながった。 

 

 

 

３ 収支決算 

 

 

 品名 型式 数量 金額（税抜き） 

① パソコン ＡＢＣ－０００１ ２   ８ ０  ０ ０ ０ 円 

② ビデオカメラ ＢＣ－０３Ｈ １   ４ ０ ０ ０ ０ 円 

③ 店舗用エアコン ＣＤ－０００２ １   ７ ０ ０ ０ ０ 円 

助成対象経費（①～③）の合計 (ア)  １ ９ ０ ０ ０ ０ 円 

助成金算出 (イ)  ※(イ)＝（ア）÷３×２  １ ２ ６ ０ ０ ０ 円 

助成金申請額    ※(イ)または10万円のいずれか低い額を記入 

※1,000円未満切捨て 

 １ ０ ０ ０ ０ ０ 円 

 

 

 

 

 

 

品目の番号を領収書、写真に記載する 

購入した品目のすべてについて記入 

複数品目購入した場合でも、 

１つだけ選択 

「消せるボールペン」・鉛筆など、訂正が容易な

筆記用具は、使用しないでください。 

既存設備（エアコン）等の 

撤去・廃棄に係る経費は、対象外です 

除いた経費を記載してください。 

申請書２枚目「事業内容・投資目的・得られた効果」の基本的な記入方法 
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株式会社○○○　様

パソコン 80,000
３年保証 10,000
ＳＤカード 5,000

合計 95,000
（内、消費税　8,636　含む）

ポイント充当利用額 20,000

差引き現金支払い額 75,000
（内、消費税　6,818　含む）

○○○○商店
　　　    領 収 書

○○店
TEL 045-〇〇〇-〇〇〇〇

11 書類作成の注意事項・記載例 （２/６） 
 

  
 

 品名 型式 数量 金額（税抜き） 

① パソコン ＡＢＣ－０００１ ２   ８ ０  ０ ０ ０ 円 

② ３年保証  １   １ ０ ０ ０ ０ 円 

③ ＳＤカード ＢＣ－０００２ １    ５ ０ ０ ０ 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋐ 「税抜きの金額」の欄に「税込み」の金額が記載されている  

※領収書の金額は、税込み表記が多いため、必ずよくご確認の上、申請書をご作成ください。 

㋑ 対象外経費が含まれている 

※できるだけ対象品目のみの領収書を提出（対象外のものを領収書に含めないでください。） 

＜よくある間違いの例＞  

・パソコン等の保証料が含まれている 

・消耗品代が含まれている 

・ポイント利用分が差し引かれていない 

（※詳しくは、次のページへ） 

・既存設備（エアコン・換気扇）等の撤去・

廃棄に係る経費が含まれている。 

※対象外経費の詳細は、４ページ目を 

ご確認ください。 

 

㋐ 

○○店　TEL 045-〇〇〇-〇〇〇〇

株式会社○○○　様

パソコン 80,000

3年保証 10,000

合計 90,000
（内、消費税　8,181　含む）

○○○○商店
　　　領 収 書

\ 90,000 -
これは、税込み価格 

＜税抜き価格＞ 

80,000 円 ÷ 1.1 =72,727 円 

申請書２枚目「収支決算」のよくある間違い 
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11 書類作成の注意事項・記載例 （３/６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 品名 型式 数量 金額（税抜き） 

① 
パソコン ＡＢＣ－０００１ ２   ６ ３  ６ ３ ６ 円 

② 
ビデオカメラ ＢＣ－０３Ｈ １   ３ ６ ３ ６ ３ 円 

（１） 値引きの計算  

値引きの対象がわかる場合、対象から値引き額を 

引いた額を収支決算書に記載し、わからない場合は、 

その領収書内のどの品目から差し引いても構いません。 

 

パソコン の記載額：80,000 円 ― 値引き 10,000 円＝70,000 円 

→ 【税抜き価格】70,000 円÷1.1＝63,636 円 
 
 
 

（２） ポイント利用分の申請書の記載方法  

 その領収書内のどの品目から差し引いても構いません。 

ポイント利用分を差し引いた額を記載してください。 

 

※この例ではカメラにポイント利用分を充当 

カメラ の記載額：50,000 円 ― ポイント利用額 10,000 円＝40,000 円 

→ 【税抜き価格】40,000 円÷1.1＝36,363 円 

株式会社○○○　様

パソコン 80,000
　値引き -10,000
カメラ 50,000

合計 120,000
（内、消費税　10,910　含む）

ポイント充当利用額 10,000

差引き現金支払い額 110,000
（内、消費税　10,000　含む）

○○○○商店
　　　    領 収 書
○○店

領収書の中に、対象外経費が「ない」場合 

ポイント・値引きの計算方法① 

14 



11 書類作成の注意事項・記載例 （４/６） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 品名 型式 数量 金額（税抜き） 

① プリンター ＡＢＣ－００１ １    ９  ０ ９ ０ 円 

② パソコン ＢＣ－１２３４ １  １ ２ ７ ２ ７ ２ 円 

（１）値引きの計算  

・値引きの対象がわかる場合、対象から値引き額を引いた額を 

収支決算書に記載 

 

・値引きの対象がわからない場合、対象外経費に値引きを充当し、 

残額がある場合は、その他の品目から差し引いて記載 

(どの品目から差し引いても構いません。) 

 

領収書の値引き － 対象外経費 ＝ 値引きに充当後の残額 

（値引き 20,000 円） （５年保証 10,000 円）   （ 10,000 円 ） 

※この例ではパソコンに、値引きに充当後の残額を充当 

パソコンの記載額：150,000 円 ― 値引きに充当後の残額 10,000 円＝140,000 円 

→ 【税抜き価格】140,000 円÷1.1＝127,272 円 
    

（２）ポイント利用分の計算  

・対象外経費に充当してください。 

・対象外経費に充当し、残額がある場合は、その他の品目から差し引いて記載 

(どの品目から差し引いても構いません。) 

 ※この例では、対象外経費（５年保証）に値引きを充当したため、プリンターから差し引いて記載 

プリンターの記載額：60,000 円 ― ポイント利用額 50,000 円＝10,000 円 

→ 【税抜き価格】10,000 円÷1.1＝9,090 円 

 

領収書の中に、対象外経費が「ある」場合 

ポイント・値引きの計算方法② 
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株式会社○○○　様

プリンター 60,000
パソコン 150,000
５年保証 10,000
　 値引き — 20,000

合計 200,000
（内、消費税　18,182　含む）

ポイント充当利用額 50,000

差引き現金支払い額 150,000
（内、消費税　13,637 含む）

○○○○商店
領 収 書

\ 150,000 -



11 書類作成の注意事項・記載例 （５/６） 
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発行日

上記正に領収いたしました。

横浜市○○区○○町○番○号○○ビル

TEL：045-〇〇〇〇-〇〇〇○
¥20,000

税別金額
内訳

但し　パソコン代として

消費税額

                            　様

株式会社○○○○
〒123-4567

   領 収 書　

金額 ¥220,000-

2021/3/1

¥200,000

領収書について 

 

領収書の宛名が記入されていること 

※法人の場合：「法人名」、 

 個人事業主の場合： 

申請者の「屋号・商号」又は「代表者名」 

領収書・請求書等から、購入した品目

の内訳が全て確認できること 

※注意点：「お品代として」などは認められ

ません。 

特別相談 

実施日以降 

であること 

・横浜市の住所が記載されている 

・「045」から始まる電話番号が 

記載されている 

・事業を営んでいない個人からの購

入ではない 

 

例 ① 

50,000（税抜き） 
100,000（税抜き） 

件名：

令和3年3月1日

単　価単位数量

〒123-4567

横浜市〇〇区◯◯町◯番◯号　◯◯ビル

　　株式会社▲▲▲▲　代表取締役　□□□□

TEL:０４５－０００－００００

領　収　書

様株式会社〇○○○

カメラ 1 個 55,000 55,000

手指消毒器ほか購入代として

品　　名

¥176,000- 円合計金額

摘　要
金　額

（税込み）

うち、消費税として

パソコン 1 個 110,000

合計

PC５年間保証 1 式 11,000

110,000

11,000

16,000

176,000

例 ② 

① 
② 

「収支決算」の 

品目の番号を手書きで記載する 

税込み金額の場合、 

税抜き金額を記載 A４サイズで用意する 対象外経費（p.4）は

二重線で消す 
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＜小規模事業者設備投資助成金 お問合せ先＞ 
 

横浜市経済局商業振興課（小売業・商店街にある小規模事業者） 
TEL：045-671-3488 

FAX：045-664-9533 

 

横浜市経済局ものづくり支援課（その他の小規模事業者） 
TEL：045-671-3489 

FAX：045-664-4867 

 

E-mail：ke-shokibo@city.yokohama.jp  

住所：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目５０番地１０ 横浜市役所 31 階 

 

 

【郵送先】 

〒231-0005  

横浜市中区本町 6-50-10 31 階 

ものづくり支援課 又は 商業振興課 

「小規模事業者設備投資助成金 担当」宛 

 

 

【ホームページ】 横浜市 小規模事業者出張相談 検索 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan/syoukibosien.html 
 




